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国立研究開発法人日本医療研究開発機構の 

業務の実績等に関する評価の基準（案） 

 

平成 27 年 月 日 

内閣総理大臣 

文部科学大臣 

厚生労働大臣 

経済産業大臣 

 

「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年９月２日総務大臣決定。平

成 27年５月 25日改定。以下「評価指針」という。）に基づき、国立研究開発法

人日本医療研究開発機構の業務の実績等に関する評価の基準（以下「本基準」

という。）を、以下のとおり定める。 

 

１ 総論 

（１）評価の第一目的 

「効果的かつ効率的」という法人の業務運営の理念の下、「研究開発成

果の最大化」（※）という国立研究開発法人の第一目的を踏まえ、「研究

開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営」との両立

の実現につながるよう、評価を行うことが重要である。 

※ 「研究開発成果の最大化」とは「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平

成 26 年９月２日総務大臣決定。平成 27 年５月 25 日改定。以下「目標策定指針」

という。）Ⅲの１（２）の「研究開発成果の最大化」をいう。 

（２）評価の重点 

個々の「研究開発課題（事業）」については、国立研究開発法人日本医

療研究開発機構（以下「機構」という。）においても、また、重要度等に

応じて国の関与の下でも、高度な専門的知見・経験等を踏まえた研究開

発評価（「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 24 年 12 月６日

内閣総理大臣決定。）を踏まえた評価）が行われている。 

このことを踏まえ、主務大臣（内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労

働大臣及び経済産業大臣。以下単に「主務大臣」という。）による評価に

おいては、個別具体的な事業、取組等についてこれらの評価結果を適切

に活用した上で、「法人としての研究開発成果の最大化」、「法人としての

適正、効果的かつ効率的な業務運営」について重点的に評価を行う。 

その場合であっても、個別具体的な事業、取組等についても適切に確

認・評価することは必要である。 

  

２ 評価体制 

（１）評価を行う部署 

機構の業務の実績の評価に当たっては、研究開発成果の最大化に関す

る責任の一貫性及び評価の的確性を確保するため、内閣府国立研究開発

法人日本医療研究開発機構担当室が中心となって、文部科学省研究振興

決定 
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局ライフサイエンス課、厚生労働省大臣官房厚生科学課、経済産業省商

務情報政策局ヘルスケア産業課とともに評価を実施する。 

また、評価の客観性を担保するため、内閣府大臣官房政策評価広報課

で評価結果を点検する。 

（２）日本医療研究開発機構審議会 

日本医療研究開発審議会（以下「審議会」という。）は、研究開発の専

門性等に鑑み、３つの法人分類のうち国立研究開発法人の分類のみに制

度的に明確に位置付けられている審議会の一つであり、主務大臣が機構

の中長期目標の策定及び評価の実施に際して重要な役割を果たすことが

期待されている。そのため、審議会の委員構成は、高度な知識及び経験

を有する者からなる、専門性と多様性の双方を重視したものとする。 

審議会は、主務大臣が機構から提出された自己評価書等を基に、年度

評価、見込評価、中長期目標期間実績評価、中長期目標期間中間評価及

び中長期目標の期間の終了時の検討を行うに際して、研究開発に係る事

務及び事業に関する事項について、第三者の立場から、社会的見識、科

学的知見、国際的水準等に即して適切な助言を行う。その際、中長期目

標・中長期計画の策定時に主務大臣、機構の理事長とともに確認した評

価軸（※）等を活用しながら、自己評価書の正当性・妥当性、理事長の

マネジメントの在り方等についても確認し、機構の研究開発成果の最大

化や、適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保に向けた運営改善につ

ながる提言を行う。 

また、機構の目標の策定、評価に関して密接不可分な事項（制度運用

に関するものなど）についても検討するなど、機構の機能強化に向けて

積極的に貢献する。 

※ 「評価軸」とは目標策定指針Ⅲの５（１）⑤の評価軸をいう。 

 

３ 各評価の目的・趣旨・基本方針 

主務大臣が行う各評価は、以下の目的・趣旨・基本方針に基づき行うも

のとする。 

（１）年度評価（独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号。以下「通則

法」という。）第 35 条の６第１項第１号に定める、各事業年度の終了後

に実施される業務の実績評価） 

① 年度評価は、機構の「研究開発成果の最大化」に資することを第一

目的とし、「研究開発成果の最大化」及び「適正、効果的かつ効率的な

業務運営の確保」のため評価対象年度以降の業務運営の改善等にも資

するものとする。また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等

についても留意する。 

② 年度評価は、各事業年度における業務の実績等について、機構によ

る自己評価の結果、機構が個別に実施している外部評価の結果等を踏

まえ、中長期計画の実施状況等に留意しつつ、機構の業務の実施状況

を調査・分析し、その結果を考慮して各事業年度の業務の実績の全体

について総合的な評定を行うものとする。 

③ 年度評価は、中長期目標・計画の実施状況を確認しつつ、目標の策
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定時に設定した評価軸等に留意して行う。なお、研究開発に係る事務

及び事業は、着実に実施していくことが期待される定常的・定型的業

務とは異なり、長期性、不確実性、予見不可能性、専門性等といった

「研究開発の特性」を有する創造的な業務であることを踏まえ、必ず

しも時間に応じた線型的な事務及び事業の進捗、成果の創出等が期待

できない場合が多いこと等についても十分配慮して評価を行う。 

④ 年度評価は、目標・計画の達成状況等にかかわらず、機構全体の信

用を失墜させる不祥事が発生した場合は、当該評価項目だけでなく機

構全体の評定に反映させるなど、当該年度における機構のマネジメン

トの状況にも留意するものとする。 

⑤ 予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要

因に対して機構が自主的な努力を行っていた場合等には、評定におい

て考慮するものとする。 

（２）中長期目標期間評価（中長期目標期間における業務の実績の評価） 

① 見込評価（通則法第 35条の６第１項第２号に定める、中長期目標期

間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後に実施される、中長期

目標期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績

の評価） 

ⅰ 見込評価は、機構の「研究開発成果の最大化」に資することを第

一目的とし、「研究開発成果の最大化」及び「適正、効果的かつ効率

的な業務運営の確保」のため、評価の結果を中長期目標期間終了時

の機構の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組

織の全般にわたる検討並びに新中長期目標の策定に活用すること等

に資するものとする。 

ⅱ 中長期目標期間終了時の直前の年度までの業務の実績及び中長期

目標期間終了時に見込まれる業務の実績等に係る自己評価の結果及

び機構が個別に実施している外部評価の結果等を踏まえ、機構の中

長期目標期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務

の実績等を調査・分析し、中長期目標の達成状況等の全体について

総合的に評価するものとする。 

ⅲ 評価の結果を踏まえ業務及び組織全般にわたる検討を行い、その

結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所

要の措置を講じ、新中長期目標が適切に策定されるよう留意する。 

ⅳ 「３（１）年度評価」の③～⑤については、見込評価においても

準用する。 

その際、「年度」を「中長期目標期間」と読み替えるものとする。 

② 期間実績評価（通則法第 35条の６第１項第３号に定める、中長期目

標期間の最後の事業年度の終了後に実施される、中長期目標の期間に

おける業務の実績に関する評価） 

ⅰ 期間実績評価は、機構の「研究開発成果の最大化」に資すること

を第一目的とし、「研究開発成果の最大化」及び「適正、効果的かつ

効率的な業務運営の確保」のため、中長期目標の変更を含めた、業

務運営の改善等に資するものとする。また、評価結果を役職員の処
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遇等に活用すること等にも十分留意する。 

ⅱ 中長期目標期間終了時において、中長期目標期間全体の業務の実

績等に係る自己評価の結果及び機構が個別に実施している外部評価

の結果等を踏まえ、機構の中長期目標期間に係る業務の実績を調

査・分析し、中長期目標期間における中長期目標の達成状況等の全

体について総合的な評定を行うものとする。 

ⅲ 見込評価時に使用した中長期目標期間終了時の実績見込みと実績

とに乖離がある場合には、期間実績評価時にその原因を分析すると

ともに、中長期目標等の変更の必要性について検討する。 

ⅳ 「３（１）年度評価」の③～⑥については、期間実績評価におい

ても準用する。その際、「年度」を「中長期目標期間」と読み替える

ものとする。 

③ 中長期目標期間中間評価（通則法第 35条の６第２項に定める、中長

期目標期間の途中において通則法第 21条の２第１項ただし書で定める

法人の長の任期が終了する場合の、当該任期の末日を含む事業年度末

までの期間（中間期間）における業務の実績の評価） 

ⅰ 中長期目標期間中間評価は、機構の「研究開発成果の最大化」に

資することを第一目的とし、「研究開発成果の最大化」及び「適正、

効果的かつ効率的な業務運営の確保」のため、中長期目標の変更を

含めた、業務運営の改善等に資するものとする。また、評価結果を

役職員の処遇等に活用すること等についても十分留意する。 

ⅱ 通則法第 21条の２第１項ただし書で定める法人の長の任期が終了

する場合の、当該任期の末日を含む事業年度末までの期間（中間期

間）について、中長期目標期間の開始時から当該事業年度までの業

務の実績に係る自己評価の結果及び機構が個別に実施している外部

評価の結果等を踏まえ、機構の中間期間に係る業務の実績を調査・

分析し、中間期間終了時までの中長期目標の達成状況等の全体につ

いて総合的な評定を行うものとする。 

ⅲ 「３（１）年度評価」の③～⑤については、中長期目標期間中間

評価においても準用する。その際、「年度」を「中間期間」と読み替

えるものとする。 

 

４ 自己評価結果の活用等 

（１）通則法第 35条の６第３項及び第４項に基づき作成する機構による自己

評価書は、研究開発成果の最大化に資することを第一目的としつつ、国

民に対する説明責任の履行、適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保

及び機構の自律的な業務運営の改善への活用等を目的とする。 

あわせて、主務大臣が行う評価のための情報提供に資するものとする。 

（２）主務大臣は、機構に対して、主務大臣の評価に必要なデータやその分

析結果を明らかにした客観性のある自己評価書の作成を求める。 

（３）主務大臣は、年度評価及び中長期目標期間評価において、自己評価書

を十分に活用し、効果的かつ効率的な評価を行う。機構から質の高い自

己評価書が提出され、かつ、それについて十分な説明責任が果たされて
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いる場合は、自己評価書を最大限活用し、当該自己評価書の正当性の観

点から確認することや、審議会から当該自己評価書についての意見、助

言等を聴取すること等を通じて、適切かつ合理的に評価を行う。 

（４）主務大臣は、機構の業務実績、目標・計画の達成状況等について自己

評価書等により把握、分析し、機構業務の政策・施策への適合性、機構

の理事長のマネジメントの妥当性など、政策責任者としての視点を持ち

ながら評価を行う。 

（５）主務大臣は、機構に対する評価において、質の高い自己評価を基盤と

して、それを適切に活用して評価することが望ましい。機構は、上記の

主務大臣の評価に自己評価書が円滑に活用されるよう、自己評価書の作

成に当たって、以下の点に努める。 

① 本基準の（Ⅲの３）「各評価の目的・趣旨・基本方針」、（Ⅲの５）「評

価の単位の設定」及び（Ⅲの６）「評価の方法等」（機構として実施可

能なものに限る。）を踏まえ、機構のミッション、個別目標等に応じて

設定された評価軸を意識して評価を行う。 

② 機構の有効なマネジメントに資するよう、業務運営の状況について、

十分な資料に基づき客観的かつ具体的に記述する。 

③ 業務実績、目標・計画の達成状況及び機構内のマネジメントの状況

等について、評価において十分に説明し得るよう、既に実施した研究

開発課題（事業）の評価結果等を活用しつつ、プログラム単位など目

標に応じたマネジメントに係る実効的な単位で評価を行い、当該自己

評価を適正に行うための評価単位を統合したものが主務大臣が行う評

価単位と整合するよう留意する。なお、その際、自己評価書の作成が

機構の過度な負担とならないよう配慮するものとする。 

④ 記載内容の客観性、信憑性に十分留意しつつ、外部評価結果等を適

切に活用し、自己評価に反映する。 

⑤ 自己評価において業務運営上の課題を検出した場合には、具体的な

改善方策などについても記入する。 

⑥ 自己評価及び主務大臣による評価において検出された業務運営上の

課題に関する改善方策などが示されているものについては、次年度以

降の自己評価書において、その実施状況を記入する。 

 

５ 評価単位の設定 

項目別評定は、目標策定指針に基づき、原則、中長期目標を定めた項目

を評価単位として評価を行う。 

なお、中長期目標期間における実績評価（見込評価）の結果、当該期間

に設定した目標の項目について改善が必要とされた場合は、当該評価結果

を次期中長期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。 

研究開発に関する事務及び事業以外については、的確な評価を実施する

ため、上記の考えに基づき設定した単位をより細分化した単位で項目別評

定を行うことは妨げない。 

  

６ 評価の方法等 
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主務大臣は、「研究開発成果の最大化」、「適正、効果的かつ効率的な業務

運営を確保」等の目的を踏まえ、以下の方法等により評価を行い、評価の

実効性を確保するものとする。 

（１） 評価の手順及び手法 

原則、以下の手法による。 

①  機構に対し評価に際し必要かつ十分な資料の提出を求める。 

② 評価に当たって機構の理事長からのヒアリングを実施するほか、監

事等からも意見を聴取するなど役員等から必要な情報を収集し、機構

の実情を踏まえた的確な評価を実施する。 

③ 審議会を開催し、意見を聴く。 

④ 目標・計画（予算）と実績（決算）の差異についての要因分析を実

施する。 

⑤ 業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を

明らかにした上で評価する。 

⑥ 財務情報等を活用し、研究開発活動に係る成果等とインプットを対

比させる。 

なお、研究開発に係る事務及び事業に係る定量的なアウトプット指

標のみを用いて機械的に効率性を図るような評価だけでは「研究開発

成果の最大化」を促すような評価とはならないことから、機構のミッ

ション、個別目標等に応じて設定された適切な諸評価軸を用いて、質

的・量的、経済的・社会的・科学技術的、国際的・国内的、短期的・

中長期的な観点等から総合的に勘案した結果としての研究開発活動に

係る成果等とインプットとを対比させる。 

⑦ 過去の関連する政策評価、行政評価・監視及び行政事業レビューの

結果を活用する。 

⑧ 業務の特性に応じ、企業会計的手法による財務分析、経年比較によ

る趨勢分析等の財務分析を行う。 

⑨ 同一法人の過去の実績との比較・分析を行う。 

⑩ 複数の施設・事務所で同種の業務を行っており、全体の評価を行う

だけでは業務運営上の課題を把握し難い場合には、施設・事務所ごと

の業務実績を把握し、計画に対する比較・分析を行う。 

上記のほか、必要に応じて以下に掲げる事項その他評価の実効性を確

保するための手法を適用する。 

⑪ 機構に対する現地調査 

   ⑫ 同業種の民間企業との比較・分析 

（２）評価の視点等 

① 研究開発に係る事務及び事業に関する評価 

主務大臣は、中長期目標の策定時に、機構のミッション及び個別目

標等に応じ、機構及び審議会の意見等を踏まえて設定した評価軸を基

本として評価を行う。 

ただし、機構における研究開発に係る事務及び事業は、諸事情の変

化に応じて迅速かつ柔軟に対応していく動的なシステムの中で捉えて

いく必要があることから、科学技術の急速な進展や、社会や経済の大
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きな情勢変化等の諸事情により、従来の評価軸より適切な評価軸を設

定する必要がある場合には、評価の実効性を確保するため、評価軸に

ついても適切かつ柔軟に見直す。 

評価軸は、科学技術イノベーション政策等国の諸政策の推進の観点

とも適切に整合性が図られたものとすることに留意する。 

評価軸を基本として評価する際は、定性的な観点及び定量的な観点

の双方を適切に勘案して評価することが重要である。 

なお、主務大臣は、客観的・定量的な評価指標を設定することの研

究開発の現場への影響等についても十分に考慮し、評価・評定の基準

として取り扱う指標（評価指標）と、正確な事実を把握するために必

要な指標（モニタリング指標）とを適切に分けて取り扱う。 

そのほか、以下に留意して評価を行う。 

ⅰ 「研究開発成果の最大化」に向けた評価 

機構の第一目的である「研究開発成果の最大化」とは、国民の生

活、経済、文化の健全な発展その他の公益に資する研究開発成果の

創出を国全体として「最大化」することである。これは、個々の研

究課題（事業）を個別に「最適化」しそれを積み上げることのみに

よって確保されるというよりも、むしろ、機構がマネジメント力を

最大限に発揮することにより、 

ア 研究開発に係る優れた人材の確保・育成を図る。 

イ 適切な資源配分を実施する。 

ウ 事業間の連携・融合を促す。 

エ 研究者の能力を最大限引き出す研究開発環境を整備する。 

オ 大学・民間企業等の他機関と連携・協力を進める。 

等を通じて、機構全体として最大の成果を創出することによって確

保されるものである。 

そのため、機構の第一目的である「研究開発成果の最大化」のた

めには、目標を定めた項目を評価単位とすることを原則とし、機構

のミッション、個別目標等に応じて設定された適切な諸評価軸を用

いて、質的・量的、経済的・社会的・科学技術的、国際的・国内的、

短期的・中長期的な観点等から総合的に評価することが重要である。 

また、「研究開発成果の最大化」は、機構が自ら実施する研究開発

により創出された直接的な成果のみならず、機構の使命、業務等に

応じて、革新的技術シーズを事業化へつなぐ応用研究や成果の実用

化などの橋渡し、ベンチャー・中小・中堅企業等の育成と活用促進、

研究開発に係る人材の養成、多様な人材の活用促進、科学技術に対

する理解の増進、科学技術情報の収集・提供・分析・戦略策定、施

設・設備の整備・共用促進、行政への技術的支援、他機関との連携・

協力等を通じて、大学、民間事業者等他機関の研究開発成果も含め

た我が国全体としての研究開発成果を最大化することであることに

留意して評価することが重要である。 

また、主務大臣は、機構の「研究開発成果の最大化」に向けて責

任を有する当事者として、業務の実績についての評価(evaluation)
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を踏まえて適切に指摘・助言・警告等を行うとともに、優れた取組・

成果等に対する積極的な評価(appreciation)、将来性について先を

見通した評価(assessment)等についても織り込むなど、機構の「研

究開発成果の最大化」に向けて、好循環の創出を促す評価を行う。 

ⅱ 「適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保」に向けた評価 

      機構についても公費を基盤として活動する主体であることから、

適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保の観点から適切に評価を

行う。 

また、「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政のＩＣＴ化・

オープン化、業務改革の徹底に向けて～」（平成 26年７月 25日総務

大臣決定。平成 27 年７月 24 日改定）において、法人についても国

の行政機関の取組に準じて業務改革に取り組むよう要請されたとこ

ろであり、同方針の要請を踏まえた目標の取組状況についても、業

務改革の推進の観点から適正に評価を行う。 

ⅲ 研究開発の特性等を踏まえた評価 

主務大臣は、機構の中でも各々の研究開発の性格が異なること、

研究開発には長期性、不確実性、予見不可能性、専門性等の特性が

あること、特に、医療分野の研究開発は、ヒトを研究対象として健

康へ悪影響を及ぼしかねない臨床研究や医療品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）

に基づく承認申請が必要であるなど他の研究分野にはない特殊性が

あること等に鑑み、機構の評価に当たっては、目標の達成度を評価

する手法、国際的な水準を踏まえ専門的に評価する手法、将来性に

ついて先を見通して評価する手法、アウトカムへの貢献状況につい

て評価する手法、橋渡し研究について受託研究等企業からの資金受

入れを含めて評価する手法、ベンチャー･中小･中堅企業等の育成･活

用を評価する手法等、最もふさわしい評価手法を適切に選択する。 

また、研究開発に係る事務及び事業は、着実に実施していくこと

が期待される定常的・定型的業務とは異なり、長期性、不確実性、

予見不可能性、専門性等といった「研究開発の特性」を有する創造

的な業務であることを踏まえ、必ずしも時間に応じた直線型的な事

務及び事業の進捗、成果の創出等が期待できない場合があること等

についても十分配慮して評価を行う。 

ⅳ 競争的研究資金等の外部資金による事業等の評価に係る留意点 

競争的研究資金制度や民間企業等からの委託研究等の運営費交付

金以外の外部資金による事業等は、必ずしも事前に獲得が予見でき

るものではないこと、通常において法人評価とは別に評価が行われ

ていることなどを踏まえ、評価の不合理な重複を回避しつつ、外部

資金による事業等に係る取組、成果等についても適切に評価に加味

するなど、運営費交付金関係事業等に対する評価とは異なる適切な

取扱いとすることに留意する。 

ⅴ 研究不正の防止に係る評価 

機構が配分する研究費により実施される研究における研究不正に
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対応するための規程や組織としての責任体制の整備及び運用状況を

確認していくこと等を通じて、機構が研究不正を事前に防止する取

組を強化するとともに、組織としての責任体制を確立し、管理責任

の明確化を図り、万が一研究不正が発生した場合に厳正に対応する

等の取組に資するような評価を行う。 

ⅵ 法人に共通的なマネジメントに係る評価の視点 

      公費を基盤として活動する法人として共通的なマネジメント（政

府方針、財務状況、保有資産の管理・運用、人件費管理、契約、関

連法人等）に係る評価については、評価指針において中期目標管理

法人に対して示されているものと同様の評価の視点を踏まえて評価

することを基本とする。 

      ただし、例えば、知的財産の管理、給与水準、人件費、契約、運

営費交付金債務に係る事項等、「研究開発成果の最大化」とも関連す

る事項については、研究開発の特性、機構のミッション、業務の特

性等を踏まえて別途適切な評価の視点を設定するなど、「研究開発成

果の最大化」という第一目的をも踏まえ、「適正、効果的かつ効率的

な業務運営」と「研究開発成果の最大化」の両立の実現に資すると

いう観点を十分に考慮に入れて評価を行う。 

ⅶ 理事長のマネジメントの評価 

主務大臣は、理事長のマネジメントについて適切に確認・評価す

る。その際、理事長のマネジメントの研究開発面・経営面双方につ

いてのサポート体制についても確認する。特に、期待される成果が

乏しい又は見込み難く、その原因として理事長のマネジメントにも

課題があると判断される場合は、理事長のマネジメントについての

改善策の提出を求め、それでもなお改善が見込み難い場合は、具体

的な指摘、助言、警告等を行う。 

ⅷ 評価結果の活用等 

       機構は、評価結果を、「研究開発成果の最大化」、「適正、効果的か

つ効率的な業務運営の確保」に向けて、業務運営の改善等のために

適切に活用する。 

      主務大臣は、機構の「研究開発成果の最大化」、「適正、効果的か

つ効率的な業務運営の確保」等につなげるために、評価結果を、次

期中長期目標の策定、理事長の任命等に適切に活用する。 

また、主務大臣は、国民に対して分かりやすく説明責任を果たす

ため、評価書を適切に作成し、その積極的な公表に努める。 

② 研究開発以外の事務事業に関する評価 

「目標策定の際に考慮すべき視点」（平成 26 年９月２日総務省行政

管理局長決定）等を参考にし、業務の質の向上、業務の効率化、財務

内容の改善等の観点から、それぞれの業務の特性に応じた評価の視点

を設定し、機構に対して業務運営の改善等を促すような評価を行う。 

また、「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政のＩＣＴ化・オ

ープン化、業務改革の徹底に向けて～」（平成 26年７月 25日総務大臣

決定。平成 27 年７月 24 日改定）において、法人についても国の行政
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機関の取組に準じて業務改革に取り組むよう要請されたところであり、

同方針の要請を踏まえた目標の取組状況についても業務改革の推進の

観点から適正に評価を行う。 

 

７ 項目別評定及び総合評定の方法、評定区分 

（１）年度評価 

   ① 項目別評定 

    ⅰ 評定区分 

ア 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことに

より行うものとする。 

イ 「Ｂ」を標準とする。 

・ 研究開発に係る事務及び事業 

各評価項目の評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

Ｓ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研

究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将

来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

       Ａ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研

究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認められる。 

       Ｂ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営

がなされている。 

       Ｃ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的か

つ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が

期待される。 

       Ｄ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的か

つ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段

の工夫、改善等が求められる。 

・ 研究開発に係る事務及び事業以外 

        評価指針における中期目標管理法人の規定を準用する。この

場合において、「中期目標」を「中長期目標」と、「中期計画」

を「中長期計画」と読み替えることとする。 

ⅱ 項目別評定の留意事項 
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ア その評定に至った根拠、理由等を分かりやすく記述するととも

に、必要に応じ、機構の業務運営の改善に資する助言等について

も付言する。 

イ 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き

上げることを考慮する。ただし、評定を引き上げる場合は、評定

を引き上げるにふさわしいとした根拠について、具体的かつ明確

に記述するものとする。 

ウ 機構のミッション、個別目標等に応じて設定された適切な評価

軸を用いて、質的・量的、経済的・社会的・科学技術的、国際的・

国内的、短期的・中長期、政策的観点等から総合的に評価した結

果を評定に反映する。 

エ 評定は、それぞれの研究段階、研究特性、研究方法等に応じて、

目標策定時に多角的に設定された評価軸に関して必要に応じて重

み付けを行い、外部の専門的な知見・見識も踏まえて総合的な勘

案により行うものであるが、その際、どのような理由で何に重み

付けを行い、それを踏まえてどのような判断により評定に至った

かの理由を、分かりやすい形で目標の内容に応じて定量的・定性

的な観点から明確に記述する。 

オ 評定区分は上記①ⅰのとおりであるが、具体的には、 

      ・ 「成果・取組の科学的意義（独創性・革新性・先導性・発展

性等）」に関する評価軸の場合であれば、最上級のＳ評定として

は、特に顕著な意義と判断されるものとして、例えば「世界で

初めての成果や従来の概念を覆す成果などによる当該分野での

ブレイクスルー、画期性をもたらすもの」、「世界最高の水準の

達成」など 

・ 「産業・経済活動の活性化・高度化への貢献」に関する評価

軸の場合であれば、最上級のＳ評定としては、特に顕著な貢献

と判断されるものとして、例えば「当該分野での世界初の成果

の実用化への道筋の明確化による事業化に向けた大幅な進展」

など 

・ 「社会的価値（安全・安心な社会等）の創出への貢献」に関

する評価軸の場合であれば、最上級のＳ評定としては、特に顕

著な貢献と判断されるものとして、例えば「研究成果による新

たな知見が国や公的機関の基準・方針や取組などに反映され、

社会生活の向上に著しく貢献」など 

・ 「マネジメント」や「人材育成」に関する評価軸であれば、

最上級のＳ評定としては、特に顕著な貢献と判断されるものと

して、例えば「国内外の大学・法人、民間事業者等との新たな

連携構築による優れた研究成果創出への貢献」、「我が国におい

て政策的に重要であるが人材不足となっている分野に対し、多

数の優れた研究者・技術者の育成、活躍促進に係る取組の実施」

など 

が想定される。 
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また、 

・ Ａ評定の判断としては、Ｓ評定には至らないが成果の発見に

よる相当程度の意義、成果、貢献 

・ Ｂ評定の判断としては、成果等の創出に向けた着実な進展 

・ Ｃ評定の判断としては、一層の工夫・改善の必要性 

・ Ｄ評定の判断としては、抜本的見直しを含め特段の工夫・改

善の必要性 

が認められる場合が想定される。 

カ なお、年度評価においては、例えば、成果創出に向けた進捗の

早期化や成果実現の確度の向上などが明らかになった場合には、

これらを加味した評定を行うことに留意する。 

キ 主務大臣は、機構の「研究開発成果の最大化」に向けて責任を

有する当事者として、業務の実績についての評価(evaluation)を

踏まえて適切に指摘・助言・警告等を行うとともに、優れた取組・

成果等に対する積極的な評価(appreciation)、将来性について先

を見通した評価(assessment)等についても織り込むなど、機構の

「研究開発成果の最大化」に向けて、好循環の創出を促す評価を

行う。 

ク 特に、最上級の評定「Ｓ」を付す場合には、機構の実績等が最

上級の評定にふさわしいとした根拠について、設定した評価軸に

基づく評価結果を踏まえて具体的かつ明確に記述するものとする。 

ケ 「Ｃ」及び「Ｄ」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方

針を記述する。 

なお、具体的かつ明確な問題点が明らかになった場合には、機構

に対し、具体的な指摘、助言、警告等を行う。 

コ 目標策定の妥当性に留意し、目標の変更が必要な事項が検出さ

れた場合にはその旨記載する。 

サ 期待される成果が乏しい又は見込み難く、その原因として理事

長のマネジメントにも課題があると判断される場合は、理事長の

マネジメントについての改善策の提出を求め、それでもなお改善

が見込み難い場合は、具体的な指摘、助言、警告等を行う。 

 

② 総合評定 

総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び

記述による全体評定を踏まえ、評語による評定を付して行う。 

総合評定を行うに当たっては、機構のミッション及び政策上の要請

等を踏まえ、「法人全体としての研究開発成果の最大化に関すること」、

「法人全体としての適正、効果的かつ効率的な業務運営に関すること」

を重点とし、目標間の関係、重要度等についても適切に勘案しながら、

機構の業務全体に係る総合評定を行う。 

ⅰ 記述による全体評定 

ア その評定に至った根拠、理由等を分かりやすく記述するととも

に、必要に応じ、機構の業務運営の改善に資する助言等を付言す



資料５ 

13 

 

る。 

イ また、記述による全体評定は、項目別評定も踏まえ、総合的な

視点から以下の事項その他評価に必要な事項を記述する。 

・ 項目別評価の総括  

ａ 項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要 

ｂ 評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの 

ｃ 事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策。

特に、改善命令が必要な事項についてはその旨を具体的かつ

明確に記述する。 

ｄ 目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等 

・ 全体評定に影響を与える事象 

ａ機構全体の信用を失墜させる事象など、機構全体の評定に影

響を与える事象 

ｂ目標策定指針Ⅲの２（２）の「法人全体を総括する章」にお

いて記載される法人のミッション、役割の達成について特に

考慮すべき事項 

ｃ 中長期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績

（災害対応など） 

・ その他特記事項 

ⅱ 評語による評定 

ア 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合

的に勘案して行う。 

イ 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより

行うものとする。 

ウ 各評価項目と評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

Ｓ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発

成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特

別な成果の創出の期待等が認められる。 

      Ａ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発

成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められる。 

      Ｂ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされ

ている。 

      Ｃ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率
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的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待され

る。 

      Ｄ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率

的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、

改善等を求める。 

ⅲ 総合評定の留意事項 

ア 「法人全体としての研究開発成果の最大化」及び「法人全体と

しての適正、効果的かつ効率的な業務運営」を重点とし、目標間

の関係、重要度等についても適切に勘案しながら、機構の業務全

体に係る総合評定を行う。 

イ 機構のミッション等を踏まえ、「法人全体としての研究開発成果

の最大化に関すること」及び「法人全体としての適正、効果的か

つ効率的な業務運営に関すること」を重点とし、目標間の関係、

重要度等についても適切に勘案しながら、質的・量的、経済的・

社会的・科学技術的、国際的・国内的、短期的・中長期的な観点

等から機構の業務全体について総合的に評価する。 

ウ 主務大臣は、機構の「研究開発成果の最大化」に向けて責任を

有する当事者として、業務の実績についての評価(evaluation)を

踏まえて適切に指摘・助言・警告等を行うとともに、優れた取組・

成果等に対する積極的な評価(appreciation)、将来性について先

を見通した評価(assessment)等についても織り込むなど、機構の

「研究開発成果の最大化」に向けて、好循環の創出を促す評価を

行う。 

エ 機構全体として期待される成果が乏しい又は見込み難く、その

原因として理事長のマネジメントにも課題があると判断される場

合は、理事長のマネジメントについての改善策の提出を求め、そ

れでもなお改善が見込み難い場合は、具体的な指摘、助言、警告

等を行う。 

オ あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評

定において十分に考慮するものとする。 

カ 機構全体の信用を失墜させる事象について、機構組織全体のマ

ネジメントの改善を求める場合には、他の項目別評定にかかわら

ず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」以上の評定を行うこ

とは不可とする。 

キ なお、「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する

事項」に属する項目で重要度を高く設定した業務について、組織

全体のマネジメントの不備を原因として「Ｃ」以下の評価を行っ

た場合には、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を行

うことは不可とする。 

（２）中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価、中長期目標期間中間

評価） 
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① 項目別評定 

    ⅰ 評定区分 

ア 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことに

より行うものとする。 

イ 「Ｂ」を標準とする。 

・ 研究開発に係る事務及び事業 

各評価項目の評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

       Ｓ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研

究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将

来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

  Ａ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研

究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認められる。 

       Ｂ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営

がなされている。 

       Ｃ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的か

つ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が

期待される。 

  Ｄ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的か

つ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段

の工夫、改善等を求める。 

・ 研究開発に係る事務及び事業以外 

評価指針における中期目標管理法人の規定を準用する。この

場合において、「中期目標」を「中長期目標」と、「中期計画」

を「中長期計画」と読み替えることとする。 

ⅱ 項目別評定の留意事項 

ア その評定に至った根拠、理由等を分かりやすく記述するととも

に、必要に応じ、機構の業務運営の改善に資する助言等について

も付言する。 

イ 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き

上げることについて考慮する。ただし、評定を引き上げる場合は、

評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、具体的かつ
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明確に記述するものとする。 

ウ 機構のミッション、個別目標等に応じて設定された適切な諸評

価軸を用いて、質的・量的、経済的・社会的・科学技術的、国際

的・国内的、短期的・中長期、政策的観点等から総合的に評価し

た結果を評定に反映する。 

エ 評定は、それぞれの研究段階、研究特性、研究方法等に応じて、

目標策定時に多角的に設定された評価軸に関して必要に応じて重

み付けを行い、外部の専門的な知見・見識も踏まえて総合的な勘

案により行うものであるが、その際、どのような理由で何に重み

付けを行い、それを踏まえてどのような判断により評定に至った

かの理由を、分かりやすい形で目標の内容に応じて定量的・定性

的な観点から明確に記述する。  

オ 評定区分は上記①ⅰのとおりであるが、具体的には、 

      ・ 「成果・取組の科学的意義（独創性・革新性・先導性・発展

性等）」に関する評価軸の場合であれば、最上級のＳ評定として

は、特に顕著な意義と判断されるものとして、例えば「世界で

初めての成果や従来の概念を覆す成果などによる当該分野での

ブレイクスルー、画期性をもたらすもの」、「世界最高の水準の

達成」など 

・ 「産業・経済活動の活性化・高度化への貢献」に関する評価

軸の場合であれば、最上級のＳ評定としては、特に顕著な貢献

と判断されるものとして、例えば「当該分野での世界初の成果

の実用化への道筋の明確化による事業化に向けた大幅な進展」

など 

・ 「社会的価値（安全・安心な社会等）の創出への貢献」に関

する評価軸の場合であれば、最上級のＳ評定としては、特に顕

著な貢献と判断されるものとして、例えば「研究成果による新

たな知見が国や公的機関の基準・方針や取組などに反映され、

社会生活の向上に著しく貢献」など 

・ 「マネジメント」や「人材育成」に関する評価軸であれば、

最上級のＳ評定としては、特に顕著な貢献と判断されるものと

して、例えば「国内外の大学・法人、民間事業者等との新たな

連携構築による優れた研究成果創出への貢献」、「我が国におい

て政策的に重要であるが人材不足となっている分野に対し、多

数の優れた研究者・技術者の育成、活躍促進に係る取組の実施」

など 

が想定される。 

また、 

・ Ａ評定の判断としては、Ｓ評定には至らないが成果の発見に

よる相当程度の意義、成果、貢献 

・ Ｂ評定の判断としては、成果等の創出に向けた着実な進展 

・ Ｃ評定の判断としては、一層の工夫・改善の必要性 

・ Ｄ評定の判断としては、抜本的見直しを含め特段の工夫・改
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善の必要性 

が認められる場合が想定される。 

カ 主務大臣は、機構の「研究開発成果の最大化」に向けて責任を

有する当事者として、業務の実績についての評価(evaluation)を

踏まえて適切に指摘・助言・警告等を行うとともに、優れた取組・

成果等に対する積極的な評価(appreciation)、将来性について先

を見通した評価(assessment)等についても織り込むなど、機構の

「研究開発成果の最大化」に向けて、好循環の創出を促す評価を

行う。 

キ 特に、最上級の評定「Ｓ」を付す場合には、機構の実績等が最

上級の評定にふさわしいとした根拠について、設定した評価軸に

基づく評価結果を踏まえて具体的かつ明確に記述するものとする。 

ク 「Ｃ」及び「Ｄ」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方

針を記述する。 

なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明

確な指摘、助言、警告等を行う。 

ケ 目標策定の妥当性に留意し、目標の変更が必要な事項が検出さ

れた場合にはその旨記載する。 

コ 期待される成果が乏しい又は見込み難く、その原因として理事

長のマネジメントにも課題があると判断される場合は、理事長の

マネジメントについての改善策の提出を求め、それでもなお改善

が見込み難い場合は、具体的な指摘、助言、警告等を行う。 

 

サ 期間実績評価時においては、見込評価時に見込んだ中長期目標

期間終了時の業務実績の見込みと中長期目標期間実績評価時の実

際の業務実績とに大幅な乖離がある場合には、その理由を明確か

つ具体的に記載する。 

シ 評定にあわせ、次期中長期目標期間の業務実施に当たっての留

意すべき点等についての意見を記述する。 

ス 中長期目標期間中間評価においては、評定にあわせ、中長期目

標期間終了時までの業務実施に当たっての留意すべき点等につい

ての意見を記述する。 

② 総合評定 

総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び

記述による全体評定を踏まえ、機構全体の業務実績等に対し評語を付

して行う。 

総合評定を行うに当たっては、機構のミッション及び政策上の要請

等を踏まえ、「法人全体としての研究開発成果の最大化に関すること」

及び「法人全体としての適正、効果的かつ効率的な業務運営に関する

こと」を重点とし、目標間の関係、重要度等についても適切に勘案し

ながら、機構の業務全体に係る総合評定を行う。 

ⅰ 記述による全体評定 

ア 評定に至った根拠、理由等を分かりやすく記述するとともに、
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必要に応じ、機構全体の業務運営の改善に資する助言等を付言す

る。 

イ また、記述による全体評定は、以下の事項その他評価に必要な

事項を記述する。 

・ 項目別評定の総括 

ａ 項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要 

ｂ 評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの 

ｃ 事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策。

特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨明記する。 

ｄ 目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等 

・ 全体評定に影響を与える事象 

ａ 機構全体の信用を失墜させる事象など、機構全体の評定に

影響を与える事象 

ｂ 目標策定指針Ⅲの２（２）の「法人全体を総括する章」に

おいて記載される法人のミッション、役割の達成の状況 

ｃ 中長期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績

（災害対応など） 

・ その他特記事項 

ⅱ 評語による評定 

ア 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合

的に勘案して行う。 

イ 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより

行うものとする。 

ウ 各評価項目と評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

Ｓ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発

成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特

別な成果の創出の期待等が認められる。 

      Ａ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発

成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められる。 

      Ｂ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされ

ている。 

      Ｃ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率

的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待され
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る。 

      Ｄ：機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、機構の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率

的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、

改善等を求める。 

ⅲ 総合評定の留意事項 

ア 「法人全体としての研究開発成果の最大化」及び「法人全体と

しての適正、効果的かつ効率的な業務運営」を重点とし、目標間

の関係、重要度等についても適切に勘案しながら、機構の業務全

体に係る総合評定を行う。 

イ 機構のミッション等を踏まえ、「法人全体としての研究開発成果

の最大化に関すること」及び「法人全体としての適正、効果的か

つ効率的な業務運営に関すること」を重点とし、目標間の関係、

重要度等についても適切に勘案しながら、質的・量的、経済的・

社会的・科学技術的、国際的・国内的、短期的・中長期的な観点

等から、機構の業務全体について総合的に評価する。 

ウ 主務大臣は、機構の「研究開発成果の最大化」に向けて責任を

有する当事者として、業務の実績についての評価(evaluation)を

踏まえて適切に指摘・助言・警告等を行うとともに、優れた取組・

成果等に対する積極的な評価(appreciation)、将来性について先

を見通した評価(assessment)等についても織り込むなど、機構の

「研究開発成果の最大化」に向けて、好循環の創出を促す評価を

行う。 

エ 機構全体として期待される成果が乏しい又は見込み難く、その

原因として理事長のマネジメントにも課題があると判断される場

合は、理事長のマネジメントについての改善策の提出を求め、そ

れでもなお改善が見込み難い場合は、具体的な指摘、助言、警告

等を行う。 

オ 見込評価においては、評定のほか、以下の事項を記載する。 

・ 業務及び組織の全般にわたる検討並びに次期中長期目標策定

に関する留意事項 

・ 次期中長期目標期間に係る予算要求に関する留意事項 

カ 期間実績評価においては、評定のほか、以下の事項を記載する。 

・ 見込評価時に予期しなかった事項で次期中長期目標の変更等

の対応が必要な事項 

キ あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評

定において十分に考慮するものとする。 

ク 機構全体の信用を失墜させる事象について、機構組織全体のマ

ネジメントの改善を求める場合には、他の項目別評定にかかわら

ず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」以上の評定を行うこ

とは不可とする。 

ケ 「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」
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に属する項目で重要度を高く設定した業務について組織全体のマ

ネジメントの不備を原因として「Ｃ」以下の評価を行った場合に

は、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を行うことは

不可とする。 

コ 見込評価においては、評価単位の設定、評価軸、評価指標、総

合評定の方法等について改善が必要かどうかについて検討を行う

ものとする。 

 

８ 評価書の作成  

（１）評価書の様式 

評価書は、別途総務省行政管理局長が定める様式（平成 26年９月２日

総務省行政管理局長決定。）に基づき作成するものとする。 

（２）記載すべき事項 

評価書は、以下の事項を記載するものとする。 

   ① 評価の概要 

    ⅰ 評価対象に関する事項 

ア 法人名 

     イ 対象年度（年度評価） 

     ウ 対象期間（中長期目標期間評価） 

    ⅱ 評価の実施者に関する事項 

     ア 共管法人の場合には評価の分担の概要 

     イ 評価を担当した部局、作成者（課長名） 

     ウ 評価を点検した部局、作成者（課長名） 

    ⅲ 評価の実施に関する事項 

     ア 理事長ヒアリングなど、評価に際し実施した手続 

イ 審議会の概要及び審議の実績（構成員、活動実績、主な審議内

容等） 

ⅳ その他評価に関する重要事項 

② 総合評定 

ⅰ 評語による評定 

ⅱ 記述による全体評定 

ⅲ 機構が実施した事項のうち、中長期目標・中長期計画・年度計画

に記載のない事項で、全体評定において考慮すべき事項 

ⅳ 見込評価においては、業務及び組織の全般的な検討及び次期中長

期目標策定に関して取るべき方策 

ⅴ 次期中長期目標期間に係る予算要求について検討すべき事項 

ⅵ 中長期計画の変更が必要な場合には当該事項 

ⅶ 中長期目標期間評価において、次期中長期目標の変更が必要な場

合には当該事項 

ⅷ 審議会の意見    

③ 項目別評定の総括表 

・項目別評定で付された評語の経年による一覧表示 

・必要に応じ各項目に付された重要度・難易度が分かるように記載 
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・評価対象年度において該当する事象がなかった場合には「-」とし、

総合評定に反映しない。    

④ 項目別評定 

    ⅰ 当該事務及び事業に関する基本情報 

ア 当該事務・事業の実施の根拠（関連する政策・施策、個別法の

条文番号など） 

イ 政策評価における事前分析表等との関連（事前分析表番号、行

政事業レビューのレビューシートの番号を記載し、対応する達成

手段を明らかにする。） 

ウ 必要に応じ当該項目の重要度、難易度（目標策定の際に定めた

もの等を記載） 

ⅱ 主要な経年データ 

ア アウトカム及び（又は）アウトプット情報 

イ インプット情報（予算額、決算額、経常費用、行政サービス実

施コスト、人員など） 

ⅲ 目標、計画、評価に関する事項 

ア 対応する中長期目標・中長期計画・年度計画 

イ 業務の実績、将来的な成果の創出の期待等、自己評価 

ウ 評価軸、用いた評価指標、モニタリング指標、評価の視点 

エ 評定及びその根拠 

オ 業務運営上の課題及び改善方策 

カ 目標水準の変更が必要な場合にはその概要 

キ 審議会の意見 

ⅳ その他参考情報（必要に応じ実施する予算差異分析、財務分析な

ど） 

（３）記載における留意点  

① 評価書は国民に対し機構の業務の実績とその評価を説明する重要な

書類であることを踏まえ、曖昧又は冗長な表現は排除し、簡潔かつ明

瞭な分かりやすいものとする。 

② 経年比較等のデータ比較・分析情報を表形式で記載するなど、一覧

性や分かりやすさに留意する。 

③ 見込評価と中長期目標期間実績評価の項目別の評定はそれぞれ並列

して表記し、見込みと実績の差異を分かりやすく示すよう努める。 

④ 記入すべき情報の分量が多く統一性・一覧性が損なわれるおそれが

ある場合は、別紙に記入するなど適宜工夫するものとする。 

 

 


